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 資料解説  

 

「地域主権改革」の動向について 
 

―
 地方行財政検討会議「地方自治法抜本改正     

     に向けての基本的考え方」を中心にして 

―
  

 

 

堀 内   匠 

 

 

 はじめに 

 

 鳩山総理大臣の辞任に伴って、閣議決定の時期に関する情報が錯綜した地域主権戦略大

綱だが、結局当初の予定通り６月22日に閣議決定された。地域主権戦略の工程表（原口プ

ラン）によれば、地域主権戦略大綱の閣議決定までをフェーズⅠとしており、これ以後、

「地域主権改革」は地域主権戦略大綱を基礎として地域主権推進一括法（第２次）制定の

段階に入ることになる。 

 本稿は、まず、政権交代後の民主党政権における「地域主権改革」について、本稿執筆

時点（2010年６月末）の進捗状況を確認した後で、地域主権戦略大綱に盛り込まれた事項

のうち、「第８ 地方政府基本法の制定（地方自治法の抜本見直し）」に係る審議を行っ

てきた地方行財政検討会議の「地方自治法抜本改正に向けての基本的な考え方」について

資料解説を行う。なお、地域主権戦略大綱の資料解説は次号掲載予定である。 

 

 

 Ⅰ 地域主権改革の現時点 

 

1. 「地域主権改革」の定義 

 

 「地域主権」とは何を意味するのか。民主党が2009年の政権政策Manifesto（以下、マ

ニフェスト2009と呼ぶ）に第４の項目として掲げ、鳩山前首相が民主党政権にとっての

「一丁目一番地」と位置づけたこの言葉には定義がない。 
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 先の第174通常国会に提出された地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律案（閣法56号、以下、地域主権推進一括法案（第１次）と呼ぶ）に含まれる内閣

府設置法改正案では、「地域主権」そのものではなく、「地域主権改革」の定義がされて

いる。それによれば、地域主権改革とは「日本国憲法の理念の下に、住民に身近な行政は、

地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断

と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革」（改正後内

閣府設置法第４条第３の３項）であるとされる。しかしこの定義はあくまで「地域主権改

革」という６文字についての定義であって、主権概念を含む「地域主権」について定義す

ることは、事実上断念している。 

 現在まで「地域主権」が何を意味するのかについては、法的な定義はなされておらず、

「地域のことは地域に住む住民が責任を持って決めることのできる(１)」ことという、

「地域主権」の「地域」も「主権」も説明しない単なる政治的スローガンとなっている。 

 

2. 「地域主権改革」と「地方分権改革」の連続性 

 

 では、この「地域主権改革」は、それまでの「地方分権改革」とどう違うのか。第２期

地方分権改革（2007～2010年)(２)と比較してみよう。 

 

(１) 推進体制 

   自民党政権下において第２期分権改革を推進してきた地方分権改革推進委員会は民

主党政権発足時点で既に２次にわたる勧告を提出していたが、政権交代をまたいだ

2009年10月７日に第３次勧告、同年11月９日に第４次勧告までを新政権に手交し、設

置法期限の2010年３月末日を以て解散した(３)。地域主権戦略会議が設置されたのは

第４次勧告直後の11月17日である。 

   第２期地方分権改革は、内閣府に設置された地方分権改革推進委員会（丹羽宇一郎

                                                                                 

(１) 第174回国会における鳩山内閣総理大臣施政方針演説 

(２) この時期の地方分権改革の時期区分をめぐっては、「第二次」、「第三次」、「新たな」な

どさまざまな呼び方があるが、本稿では、地方六団体の使う「第２期」という呼び方を用いる

ことにする。 

(３) 第１次勧告については本誌2008年６月号、第２次勧告については本誌2009年１月号、第３次

勧告については2009年11月号、第４次勧告については本誌2009年12月号で詳細な資料解説を

行っているのでそれぞれ参照されたい。 
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委員長、西尾勝委員長代理ほか研究者や地方自治体関係者で構成）が調査審議を行い、

その結果に基づいた勧告を内閣総理大臣に提出すると、地方分権改革推進本部（内閣

総理大臣が本部長、全閣僚が参加する）がこれを後押しし、勧告に対応する「地方分

権改革推進要綱（第１次）」、「出先機関改革に係る工程表」などを決定して地方分

権改革の推進に関する施策の総合的な策定及び実施を進めてきた。つまり、審議会と

しての地方分権改革推進委員会と「政治」としての地方分権改革推進本部は分離され

ており、「政治の責任による実行」に重点が置かれた推進体制であった。この点、第

１次分権改革期における地方分権推進委員会と異なる体制である。 

   一方、民主党政権は、自民党政権で設置されていた地方分権改革推進本部は用いて

おらず、地域主権戦略会議がこれを吸収(４)している。それに伴い、「地域主権改

革」に関する施策を検討し、推進していくために設置された地域主権戦略会議は議長

を総理大臣とし、副議長に総務大臣、他に財務大臣が首長や学者と共に参画すること

で「政治主導」の実現を図ろうとしている。地域主権戦略会議は、地方分権改革推進

委員会と地方分権改革推進本部の２つの組織を合わせた役割を担うことで、各省庁か

らのゼロ回答が相次ぎデッドロックに陥った第２期分権改革の轍を踏まない狙いがあ

ると考えられる。 

 

(２) 取り扱う事柄 

   改革の中で取り扱う事項についての断絶・連続についてはどうだろうか。「地域主

権改革」で取り扱う事項については、地域主権戦略の工程表（原口プラン）にその全

体像が示されている（図表１）。 

 

                                                                                 

(４) 内閣府のウェブサイト上での説明（http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/index.html 2010年６

月30日閲覧）による 
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図表２ 改革を方向付ける各種提言等 

 

「原口プラン」に掲げられた

項目 

地方分権改革推進委

員会での取扱い 

民主党のマニフェス

ト2009での取扱い 

民主党のマニフェス

ト2010での取扱い 

法令による自治体への

義務付け・枠付けの見

直し 

第３次勧告   

∧
規
制
∨
関
連
 

基礎自治体への権限移

譲 
第１次勧告 4. 地域主権－27  

一括交付金化（ひもつ

き補助金の廃止） 
第４次勧告 4. 地域主権－27 9. 地域主権 

地方税財源の充実確保 第４次勧告 4. 地域主権－27  

直轄事業負担金の廃止 第４次勧告 4. 地域主権－28 9. 地域主権 

∧
予
算
∨
関
連
 

緑の分権改革の推進    

地方政府基本法の制定

（地方自治法の抜本的

見直し） 

   

自治体間連携・道州制    

出先機関改革 第２次勧告 4. 地域主権－28  

∧
法
制
∨
関
連
 

国・地方の協議の場の

法制化 
第３次勧告 4. 地域主権－27  

 

 

   図表２は、原口プラン（図表１）の各項目について影響を与えたと考えられる勧告

や文書について示したものである。 

   地方分権改革推進委員会は自民党政権下に設置されたものだが、第３次勧告以降は

政権をまたいで民主党政権下に発表されたものであるために、勧告内容が民主党政権

の政策に沿う方向に軌道修正されたと考えるのが普通であろう。また、先に述べた通

り地方分権改革推進委員会と地域主権戦略会議とは改革の基本的な進め方も異なる。

しかし、地域主権改革の工程表に掲げられた項目のうち大部分は地方分権改革推進委

員会の勧告で取り扱われた項目であって、民主党政権が新たにマニフェストに掲げた

「地域主権改革」の具体的な内容は、自民党時代の「地方分権改革」から一定の連続

性をもって推移しているものといえる。 

   一方、地方自治法の抜本改正や緑の分権改革等については地方分権改革推進委員会

で取りあげられたものではないし、地方分権改革推進委員会で取りあげながらも地域

主権改革の工程表に項目として掲げられていないものもある。新しく俎上に載った項
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目については、かつての西尾氏の「自由度拡大路線」と「所掌事務拡張路線」という

整理(５)には馴染まないものもあるように思われる。これらの検討項目の出所及び今

後の取扱いについて改めて検証する必要があるだろう。 

 

3. 地域主権改革の基本的な進め方 

 

(１) 地域主権戦略会議を中心とした調査審議 

   地域主権改革に関する施策を検討し、推進していくため(６)に設置された地域主権

戦略会議は、先に述べたように内閣総理大臣が主宰する会議体であって、この会議体

が地域主権改革を推進する中心的な存在である。2010年３月５日に閣議決定された地

域主権推進一括法案（第１次）が成立すれば、法律設置の会議となるものの、本稿執

筆時点では同法案は継続審議となっており、設置根拠は閣議決定のままである。 

   地域主権戦略会議では、義務付け・枠付けの見直し、基礎自治体への権限移譲、ひ

もつき補助金の一括交付金化、出先機関の抜本的改革がそれぞれ担当主査の下で検討

され、基本的考え方・論点の整理が地域主権戦略大綱に盛り込まれている。換言すれ

ば、地域主権戦略会議は地域主権改革のうち、国・地方の政府間関係に関する調査審

議を行っているものということができよう。 

   これら地域主権戦略会議で直接検討された事項については、2011年の通常国会に地

域主権推進一括法案（第２次）として提出される予定である。 

 

   ところで、地域主権戦略会議は、このほかに①国と地方の協議の場の法律設置、②

直轄事業負担金制度の廃止、③緑の分権改革の推進、④地方政府基本法の制定（地方

自治法の抜本見直し）、⑤自治体間連携についても取り扱ってきた。 

                                                                                 

(５) 『自治体学研究』97号、2009年１月、３頁 

(６) 地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案（第174通常国会閣法56

号）における内閣府設置法改正案（第３条関係）では、地域主権戦略会議の所掌事務を次のよ

うに規定している。 

  一 内閣総理大臣の諮問に応じて、地域主権改革に関する基本的な方針その他の地域主権改革

に関する重要事項について調査審議すること。 

  二 内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて、地域主権改革に関連する重要事項であって

地方公共団体の権限又は財政に著しい影響を及ぼすものについて調査審議すること。 

  三 前二号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣に意見を述べること。 

  四 第一号及び第二号に規定する重要事項に関する施策の実施を推進すること。 
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   これらの事項については地域主権戦略会議では直接には調査審議せず、それぞれ①

については国と地方の協議の場 実務検討グループ（内閣府）、②については直轄事

業負担金制度等に関するワーキングチーム（国土交通省）、③については緑の分権改

革推進会議（総務省）、④及び⑤については地方行財政検討会議（総務省）で検討が

進められている。 

   これらは主務大臣や政務官等がトップとなって検討を進めるものだが、いずれも法

律に根拠を持たず、内閣には遵守義務のない会議体である。 

   この結果、①国と地方の協議の場の法律設置、②直轄事業負担金制度の廃止につい

ては、先の第174通常国会に法案として提出された。また、③緑の分権改革の推進、

④地方政府基本法の制定（地方自治法の抜本見直し）についての提案はこれをオーソ

ライズするためにいったん総理大臣が議長を務める地域主権戦略会議に提出された上

で、基礎自治体への権限移譲等、地域主権戦略会議が直接に検討を進めてきた項目と

共に地域主権戦略大綱に盛り込まれることとなった。 

 

(２) 地方行財政検討会議における地方自治制度改革の検討 

   地域主権戦略会議と地方分権改革推進委員会、同本部の相違点と類似点については

先に指摘した通りであるが、昭和27年以降50年以上にわたって「日本国憲法の基本理

念を十分に具現するように現行地方制度に全般的な検討を加え」（地方制度調査会設

置法第１条）てきた地方制度調査会(７)（以下、地制調と呼ぶ）は、議論内容や委員

等、多くの点で民主党政権下に発足した地方行財政検討会議との類似点が多い。上に

見たように、地方行財政検討会議は地方政府基本法の制定（地方自治法の抜本見直

し）及び自治体間連携について取り扱う総務省の研究会である。地域主権戦略会議が

中央・地方の政府間関係を扱うのに対し、地方行財政検討会議は、自治体自体の制度

改革を扱うものと整理できる。 

   地制調と地方行財政検討会議の違いとしては、地制調が法律設置の審議会であるの

に対して、地方行財政検討会議は法律に根拠を持たない研究会等として位置づけられ

ている点、地制調が総理大臣の諮問に基づき内閣府に設置される（事務局は総務省が

担ってきた）のに対して、地方行財政検討会議は総務省が設置し、総務大臣が議長を

務める研究会である点等が挙げられる。 

                                                                                 

(７) 地方制度調査会は、2009年６月16日に第29次の答申「今後の基礎自治体及び監査・議会制度

のあり方に関する答申」を手交して以降、休眠状態となっている。 



 

－ 88 － 

●
－自治総研通巻381号 2010年７月号－●

 

   地方行財政検討会議はあくまで総務省内における研究会であるので、ここで出され

た答申について、内閣は尊重義務等を負わないものとなっている。そのために、先述

の通り、地方行財政検討会議で取りまとめられる地方自治法抜本改正に向けての基本

的な考え方を地域主権戦略大綱に盛り込んだことでオーソライズしている。逆に、

「地方政府基本法」の制定等にみられるように、地域主権戦略会議由来とみられる検

討事項が地方行財政検討会議に持ち込まれる等、両者の間には相互関係もみられる。 

 

(３) 「地域主権改革」の事務局体制 

   「地域主権改革」の舞台回しを担う地域主権戦略会議事務局を担当するのは地域主

権戦略室であって、この室長は地方行財政検討会議の委員を兼ねる逢坂誠二内閣総理

大臣補佐官である。政府間関係を検討する地域主権戦略会議と、自治体制度を検討す

る地方行財政検討会議を柱として地域主権戦略室がつなぎ役になって進めているのが、

現在までの「地域主権改革」の基本的な進め方とみてよいだろう。 

 

4. 地域主権戦略の進捗状況 

 

(１) 地域主権関連三法案 

   2009年11月17日の閣議決定によって地域主権戦略会議が発足し、12月14日の第１回

会合において地域主権戦略の工程表（原口プラン）（図表１、84頁）が提示された。

これ以降の「地域主権改革」はおおむね原口プランに沿って行われており、この工程

表に沿う形で、地域主権関連三法案が2010年３月５日に閣議決定され第174通常国会

に①地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案（閣法56号）、

②国と地方の協議の場に関する法律案（閣法57号）、③地方自治法の一部を改正する

法律案（閣法58号）として提出された。これらの法案は同28日には参議院を通過した

ものの、首相交代等の影響により、現在衆議院で継続審議となっている。以下に法案

の内容を概観する。 

  ① 「地域主権改革」の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案は、地域主

権戦略会議の設置に係る内閣府設置法の一部改正と、地方分権改革推進計画（2009

年12月５日閣議決定）に基づく義務付け・枠付けの見直しに係る関係41法律の一部

改正が盛り込まれたものであって、原口プランでは地域主権推進一括法案（第１

次）として位置づけられているものである。内閣府設置法の一部改正案の中には、
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「地域主権改革」の定義がされている点については既に述べた。 

  ② 国と地方の協議の場に関する法律案は、協議の場における構成員、協議の対象、

招集等が定められている。国と地方の協議の場の法制化にあたっては法案提出まで

に２回の会合と法制化実務検討グループ(８)での３回にわたる検討がなされたもの

である。地方側は当初、総理大臣が議長を務めリーダーシップを発揮することを求

めたが、「首相に相当する全自治体の代表者はいない」との理由で首相は正式メン

バーとはしないものの(９)、「いつでも協議の場に出席し発言をすることができ」、

また首相に招集権を与えた上で国側と地方側の双方が協議の場の開催を求めること

ができるものとすることで決着した。 

    協議事項としては、ｉ）国と地方公共団体との役割分担に関する事項、ⅱ）地方

行政、地方財政、地方税制その他の地方自治に関する事項、ⅲ）経済財政政策、社

会保障に関する政策、教育に関する政策、社会資本整備に関する政策その他国の政

策に関する事項のうち、地方自治に影響を及ぼすと考えられるもの、の３点を掲げ、

この企画、立案、実施について協議を行うとしている。 

  ③ 地方自治法改正案には、第29次地方制度調査会答申に示された事項が中心に盛り

込まれている。具体的には、議会制度の充実に関する事項として議員定数の上限廃

止、議決事件の範囲の拡大（第96条第２項関連）、行政機関等の共同設置に関する

事項として監査委員事務局の共同設置を認めることと、その他に全部事務組合等の

廃止、上述①の一部としての改正部分（基本構想の義務付け撤廃等）、従来政令事

項であった直接請求の代表者に関する条項を法律に書き込む内容である(10)。 

 

(２) 原口プランの進捗状況 

   地域主権推進一括法案の上程以降、2010年６月22日に地域主権戦略大綱が閣議決定

された点が地域主権戦略の工程のうちで重要な位置づけになっている。原口プランで

は地域主権戦略大綱の決定をフェーズの転換点と置いている。 

   図表３は、昨年12月時点で発表された地域主権戦略の工程表（原口プラン）につい 

                                                                                 

(８) 構成員は、国側として村松・瀧野両内閣官房副長官、逢坂首相補佐官、津村内閣府大臣政務

官、小川総務大臣政務官、地方側として山田京都府知事、倉田大阪府池田市長、古木山口県和

木町長。 

(９) 国と地方の協議の場実務検討グループ第３回会合。特に、議事要旨４頁－５頁。 

(10) 地方自治法改正案の内容については本誌2010年５月号掲載の田口一博「地方自治法2010年改

正案について」で扱っているので合わせて参照されたい。 
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て、現在までの進捗状況を筆者が加筆・修正したものである。以下、この図表に沿っ

て個別の検討項目ごとに地域主権戦略大綱決定までの進捗状況を概観していこう。 

   図のように、工程表では①＜規制＞関連、②＜予算＞関連、③＜法制＞関連の３つ

に大きく分類されている。 

 

  ① ＜規制＞関連 

    まず、＜規制＞関連としては、法令による自治体への義務付け・枠付けの見直し

と基礎自治体への権限移譲が検討されている。 

 

   1. 法令による自治体への義務付け・枠付けの見直しについては、地方分権改革推

進委員会の第３次勧告（2009年10月７日）で勧告された892条項の内、地方自治

体から要望のあった104条項を中心とした合計63項目121条項にわたる見直し案を

地方分権改革推進計画（2009年12月15日に閣議決定）に盛り込み、必要な法制上

その他の措置を講ずるとし(11)、地域主権推進一括法案（第１次）として第174回

国会に上程されている。 

     地方分権改革委員会の第３次勧告に提示された892条項のうち、地域主権推進

一括法案に盛り込まれなかった分については、引き続き地域主権戦略会議におい

て370項目751条項を対象として小早川光郎教授を主査として府省との間で協議を

行ってきたが(12)、今回の地域主権戦略大綱においてはこのうち308項目528条項

について、法律の改正により措置すべき事項について、「第２次見直し」として

2011年の通常国会に提出することとされた。 

   2. 基礎自治体への権限移譲については、地方分権改革推進委員会の第１次勧告

（2008年５月28日）で都道府県から市町村へ権限移譲すべきとして勧告された64

法律、359の事務権限から、82項目384条項(13)につき地域主権戦略会議において

                                                                                 

(11) 地方分権改革推進計画に至るまでの義務付け・枠付け見直し条項の変遷については、本誌

2010年１月号掲載の上林陽治「義務付け・枠付けの見直しとはなにか～見直し条項数の量的分

析～」に詳しい。 

(12) 検討中の資料では751条項とされていたが、地域主権戦略大綱では、検討対象は748条項に

なっている。 

(13) 地方分権改革推進委員会第１次勧告では、法律－事務事業ベースでカウントしたが、地域主

権戦略会議では項目－条項ベースへとカウントの仕方が変更されている。もともと第１次勧告

で勧告されたものを項目－条項ベースでカウントし直した場合、何項目・何条項なのかの記述

は少なくとも地域主権戦略会議の公開された配付資料・議事録の中にはない。 
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前田正子氏を主査として府省との間で協議を行っており、地域主権戦略大綱では

第１次勧告通り実施・勧告の一部実施を合わせて68項目251条項について権限移

譲を行うこととされ、法律の改正により措置すべき事項について2011年の通常国

会に提出することとされている。 

 

    なお、法令による自治体への義務付け・枠付けの見直し及び基礎自治体への権限

移譲については、地域主権戦略大綱で取りあげた条項数は地方分権改革推進委員会

で勧告された条項数には満たない。特に義務付け・枠付けの見直しについては、第

２次勧告の4,076条項という膨大な条項数を見た場合、今回取りあげた項目は氷山

の一角といえる。このため、勧告のうち取りあげられなかった条項については、今

後も引き続き検討を進めることとする文言が盛り込まれた。 

 

  ② ＜予算＞関連 

    ＜予算＞関連としては、一括交付金化（ひもつき補助金の廃止）、地方税財源の

充実確保、直轄事業負担金の廃止、緑の分権改革の推進、の４項目について検討さ

れている。 

 

   1. 一括交付金化については今度の地域主権戦略大綱に基本的考え方・論点の整理

を盛り込むべく、神野直彦教授を主査として地域主権戦略会議で検討されており、

第５回会議（2010年５月24日）には同主査より「一括交付金化の基本的な考え方

（試案）」が提出された。 

     地域主権戦略大綱では、一括交付金化については2011年度以降段階的に実施す

ることとしており、投資（公共事業）に係る補助金・交付金等の一括交付金化は

2011年度以降に、経常（サービス）に係る補助金・交付金等の一括交付金化は

2012年度以降に段階的に実施するとした。また、一括交付金化については国と地

方の協議の場での協議事項として明示されている。 

   2. 地方税財源の充実確保については、第４次勧告で中長期の課題として触れられ

たところだが、現在まで具体的な議論がされている様子がない。地域主権戦略大

綱では2010年度税制改正大綱の方向性に沿って推進するとされており、地方消費

税の充実、課税自主権の拡大、一般財源の総額確保を挙げているが、具体的な方

策が記述されたとはいえない。 
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   3. 直轄事業負担金の廃止については、関係省の大臣政務官からなる直轄事業負担

金制度等に関するワーキングチームを立ち上げ（2009年11月19日）、ここでの検

討を経て、「国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための

関係法律の整備に関する法律」が３月31日に成立した（翌４月１日施行）。現在

は同ワーキングチームの直轄事業負担金制度の廃止に向けた工程表に沿って建設

費分廃止の検討を行っている(14)。 

   4. 緑の分権改革の推進は、過疎対策やＣＯ２25％削減の国際公約、クリーンエネ

ルギー活用促進等を目指すものだが、マニフェスト2009でも柱立てとして登場す

るものではない。事務局は総務省地域力創造グループが担当しており、地域主権

戦略大綱には「クリーンエネルギー、食料、歴史文化資産の活用、地域ブランド

の育成、資金の循環による地域経済の活性化など地域において大地から泉のよう

に富が湧き上がっていくような改革のモデルとなる取組を構築する」（18頁）こ

ととされ、自治体で行われているこれに沿った改革を支援するものである。 

     緑の分権改革は、推進本部を2009年12月15日に立ち上げて以降、都道府県・市

町村における、再生可能なクリーンエネルギー資源の賦存量等の調査及び先行実

証調査を行っており、2010年４月28日には第１回緑の分権改革推進会議を開催し

た。地域主権戦略大綱には第10の項目として掲げられ、上述のような説明がなさ

れたものの、工程表等は示されておらず、緑の分権改革推進会議での具体的な検

討の動きについては伝わってこない。 

 

    マニフェスト2009では、「ひもつき補助金」を廃止し、基本的に地方が自由に使

える「一括交付金」として交付し、あわせて補助金申請に関わる経費と人件費を削

減するとされた。今回の地域主権戦略大綱でもこの方針は踏襲されており、「ひも

つき補助金」を廃止し一括交付金化することは地方税財源の充実確保に資するもの

として、地方税財源充実の項にひもつき補助金の一括交付金化を掲げている。 

    一方、地方分権改革推進委員会の第４次勧告では、当面の課題として「地方が必

要とする事業の執行に支障が生じないよう必要な総額を確保するとともに、その交

付基準についても十分な検討が必要である。（略）また、『一括交付金』は財政力

の弱い市町村の投資的事業の貴重な財源として事実上一定の財政調整機能を果たす

                                                                                 

(14) 同ワーキングチームは非公開で行われているが、2009年12月９日に第４回が開催されて以降

の動きは国土交通省のウェブサイトに掲載されていない。 
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ことも念頭におくべきである。」（７頁）として、「国庫補助負担金の一括交付金

化に関しての留意点」という項目を設けて注意喚起している。 

    このように、地方分権改革推進委員会では一括交付金化と地方税財源の充実確保

は繋がらない可能性があるという点を強調しており、実際に一括交付金化が地方税

財源の充実確保に繋がるものか今後見定める必要がある。 

 

  ③ ＜法制＞関連 

    ＜法制＞関連としては、地方政府基本法の制定（地方自治法の抜本見直し）、自

治体間連携、出先機関改革、国・地方の協議の場の法制化が検討されている。なお、

地方政府基本法の制定（地方自治法の抜本見直し）については本稿後半でより詳し

く扱う。 

 

   1. 地方政府基本法の制定（地方自治法の抜本見直し）については、地方行財政検

討会議において①自治体の基本構造のあり方、②住民参加のあり方、③財務会計

制度・財政運営の見直し及び④自治体の自由度の拡大を検討し、地方自治法の抜

本見直しを行うとともに、最終的には地方政府基本法を制定させるべく検討を進

めている。 

     地方行財政検討会議で検討されている上記４事項については、第５回の同会議

で地方自治法抜本改正に係る考え方がまとめられていて、地域主権戦略大綱では

このうち主要な点について触れられている。今後は同検討会議において2010年11

月に地方自治法の抜本改正案がまとめられ、2011年の通常国会に提出されること

が予定されている。 

     なお、地方行財政検討会議で検討されている事項とは別に、本稿Ⅰの4.(１)の

地域主権改革関連三法案の中に、主に第29次地方制度調査会の答申事項を盛り込

んだ地方自治法改正案が盛り込まれており、これが図中の「前倒し実施分」とし

て先行して成立する見込みである。 

   2. 出先機関改革については地方分権改革推進委員会の第２次勧告で取りあげられ

たものであり、地域主権戦略会議で議論が進められている（主査：北川正恭氏）。 

     出先機関改革の基本的考え方の取りまとめに向けては2010年５月21日と24日の

二日間をかけて、公開会議が事業仕分け方式で検討を行ったところであるが、

個々の出先機関について方針を出すには至っていない。地域主権戦略大綱では、
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希望する自治体から先行実施させる方向を示し、「自治体間連携の自発的形成や

広域連合など広域的実施体制の整備に応じて、事務・権限の移譲が可能となるよ

うな仕組みも併せて検討・構築する」こととしている。既に動いている関西広域

連合や首都圏連合、九州広域連合など都道府県同士の広域連合設立の動きを出先

機関の受け皿として念頭に置いているものと思われる。 

     今後は８月末までに各府省が自ら所管する出先機関の事務・権限仕分け（「自

己仕分け」）を行い、その結果を受けてさらに地域主権戦略会議が事務・権限仕

分けを行うこととされている。地域主権戦略会議では、この結果を踏まえて、

個々の出先機関の事務・権限の地方移譲等の取扱方針及びその実現に向けた工程

やスケジュール並びに組織のあり方について明らかにする「アクション・プラン

（仮称）」を2010年内に策定し、以後、出先機関改革はこのアクション・プラン

に沿って進められることになる。 

   3. 自治体間連携については、地方行財政検討会議でも基礎自治体間、広域自治体

間での連携のあり方について、既存の一部事務組合や広域連合制度を改革する方

向で検討が進められている。また、同会議第二分科会においては監査制度改革と

して、複数の地方公共団体で設立した機関による監査について議論されていると

ころである。 

     筆者としては、自治体間連携とは、これらの他、現在継続審議となっている地

方自治法改正案で拡充が予定されている機関の共同設置等の動きを指すものとし

て注目していたところ、地域主権戦略大綱においては、自治体間連携と合わせて

「道州制」の文言が記載されることとなった。 

   4. 国・地方の協議の場の法制化については、2009年の総選挙を前に、各地方団体

が強力に主張したことによって各党のマニフェストに盛り込まれたもので、2009

年11月16日には初会合を開き、実務検討グループを設置した上で検討を進めてき

た。2010年３月５日に国と地方の協議の場に関する法律案として地域主権推進一

括法案（第１次）、地方自治法改正法案と同時に閣議決定され、現在継続審議と

なっている。 

     そのため、現在、国と地方の協議の場は法律的な根拠を持たない会議体だが、

法律設置前にもこれまで３回にわたって開かれている。第１回（2009年11月16

日）及び第２回（2010年４月22日）会合では国と地方の協議の場に関する意見の

他交付税制度に関する要望が出された。第３回会合（2010年６月21日）では地域
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主権戦略大綱について地方側から事前の意見聴取を行っている。 

 

(３) 原口プランからのズレ 

   ここまで原口プランにおける個別項目別に経過を概観してきたが、「丁寧にガラス

細工を積み上げるように｣(15)組み上げられた工程は、多少のズレを生じはじめてい

る。 

   図表３に示したこれまでの推移を見る限り、当初示された原口プランにはなかった

「道州制」の文言が加わった点は大きな変更点といえるだろう。 

   道州制については、自民党政権下の道州制ビジョン懇談会が中間報告を取りまとめ

たものの、政権交代により最終報告が見送られることとなっていた。一方、原口総務

大臣は繰り返し前向きの姿勢を示してきており(16)、総務省と経団連との間で道州制

に関する作業部会を設けていた。 

   地域主権戦略大綱において示された道州制像は、道州制ビジョン懇や第28次地方制

度調査会で示された全国一律の制度としての道州制ではなく、「道州制特別区域にお

ける広域行政の推進に関する法律」を北海道以外でも活用し、広域連合等の自発的な

連携を前提として希望する地域から適用させる方向であり、これを受け皿として、国

の事務・事業の移譲等を進めるものである。原口総務大臣や逢坂首相補佐官がかねて

から口にしてきた「手挙げ方式」による道州制像が示される形となっている。 

   それ以外のズレは時期的なものである。地域主権推進一括法案は、自治法改正前倒

し実施分、国・地方の協議の場の法制化と共に継続審議となり、成立が参院選後にず

れ込むことになった。その結果、地域主権戦略大綱がこれに先んじて発表されること

となった。 

   地域主権戦略大綱の閣議決定は、総理大臣が替わったことにより、一時は６月中の

策定を見送り、参院選後にずれ込むとの報道(17)がされたが、原口総務大臣の強い主

張により結局は当初予定した通りの日程での閣議決定となった。ただし、これにより

国と地方の協議の場の開催が地域主権戦略大綱の閣議決定前日となり、わずか30分で

閉会される等、地方との協議の実質が形骸化されることとなってしまった。 

 

                                                                                 

(15) 逢坂誠二ブログ（http://www.ohsaka.jp/blog/article-434.html 2010年６月30日閲覧） 

(16) 例えば、第１回地方行財政検討会議本会合でも触れている。 

(17) 2010年６月15日の新聞各紙で一斉に報じられた。 
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 以上、地域主権戦略の工程表（原口プラン）に基づいて、現在までの進捗状況を概観し

てきた。次章では、この中の地方自治法抜本改正に係る地方行財政検討会議の「地方自治

法抜本改正に向けての基本的な考え方」（以下、「考え方」と呼ぶ）について、資料を読

むにあたって念頭におくべき事項を補いつつ概観する。 

 

 

 Ⅱ 地方行財政検討会議「地方自治法抜本改正に向けての 

  基本的な考え方」について 

 

 地域主権戦略の工程表（原口プラン）の中で、前政権に設置された地方分権改革推進委

員会では取り扱われていなかったものとして、地方政府基本法の制定（地方自治法の抜本

改正）が注目される。これは地域主権戦略会議の第１回会合で大阪府知事から提案された

ものだが、それ以前に８都県市首脳会議で神奈川県からは地方自治基本法として同様の提

案がなされている。これについて検討を行っているのは総務省に設置された地方行財政検

討会議であり、同会議の第５回の「考え方」(案）を経て、2010年６月22日には総務省か

ら「地方自治法抜本改正に向けての基本的な考え方」と題する文書が発表された。この

「考え方」は、本稿Ⅰの2.で述べたような舞台設計の中で地方行財政検討会議での検討内

容を地域主権戦略大綱に盛り込むために出されたものである。以下では、会議における論

点について、議論の経緯も含めて解説する。 

 

1. 地方行財政検討会議の検討項目 

 

 地方行財政検討会議は、第１回本会議において検討項目の例として以下の事項を提示し

た。 

 

1. 自治体の基本構造のあり方 

 ○ 二元代表制を前提とした自治体の基本構造の多様化 

 ○ 基礎自治体の区分の見直し 

 ○ 大都市制度のあり方 

 ○ 都道府県間・基礎自治体間の広域連携のあり方 

 ○ 国・地方関係のあり方 等 
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2. 住民参加のあり方 

 ○ 議会のあり方 

 ○ 一般的な住民投票制度のあり方 

 ○ 長の多選制限その他の選挙制度の見直し 

 ○ 規模の拡大に伴う自治体経営への住民参画の手法 等 

3. 財務会計制度・財政運営の見直し 

 ○ 不適正経理事件等を踏まえた監査制度等の抜本的見直し 

 ○ 財務会計制度の見直し 等 

4. 自治体の自由度の拡大（規制緩和） 

 ○ 執行機関（行政委員会など） 

 ○ 議会の組織・権能 

 ○ 財務規定 等 

 

 さらに、円滑な議事に資するよう総務大臣、総務大臣政務官及び内閣総理大臣補佐官が

参画し、議長が指名する学識経験者及び専門委員が構成する第一及び第二分科会が設置さ

れた。 

 それぞれ、第一分科会では 

● 地方自治体の基本構造のあり方 

● 住民参加のあり方 

● 自治体の自由度の拡大（議会関係・執行機関関係） 

 第二分科会では 

● 財務会計制度・財政運営の見直し 

● 自治体の自由度の拡大（財務規定関係） 

について専門的な調査検討を行うこととされている。 

 

 地方行財政検討会議は2010年１月20日に第１回目の会議を行い、本稿執筆時点（2010年

６月末）までに５回の本会合と合計７回の分科会を行ってきた（内１回は第一・第二分科

会合同のヒアリング）。第５回本会合（2010年６月10日）で出された「考え方」は、第４

回本会合（５月24日）において西尾勝、碓井光明の両分科会主査から示されたたたき台に、

委員の意見を反映させ、第５回本会合で改めて提出されたものである。なお、地域主権戦

略大綱閣議決定翌日の６月22日には、総務省から「地方自治法抜本改正に向けての基本的
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な考え方」が出された。これまで地方行財政検討会議で提出されてきた「考え方」とは異

なり、「（案）」がとれたものであり、最終的な成案と思われる。なお、内容的には６月

10日版の技術的修文にとどまるものである。 

 

 今回の「考え方」で扱われたのは、上述の検討項目のうち、1.自治体の基本構造のあり

方にある「二元代表制を前提とした自治体の基本構造の多様化」、2.住民参加のあり方に

ある「議会のあり方」、3.財務会計制度・財政運営の見直しにある「不適正経理事件等を

踏まえた監査制度等の抜本的見直し」、「財務会計制度の見直し」及び、4.自治体の自由

度の拡大（規制緩和）にある各項目である。その他の論点については、引き続き会議で取

りあげ、検討することとされている。 

 今回の「考え方」以降、地方行財政検討会議では本年11月を目処に地方自治法の抜本改

正の論点整理を行う予定(18)となっており、これは来年の通常国会の法案提出を目指すこ

ととされている。 

 

2. 第一分科会関連 

 

(１) 第一分科会の委員構成 

   第一分科会は西尾勝氏を主査とし、本会合からは渡辺副大臣、小川政務官、逢坂内

閣総理大臣補佐官の他、岩崎美紀子、斎藤誠、林宜嗣の各有識者委員が参加している。

また、専門委員として林知更（憲法学）、牧原出（行政学）、森貞述（前高浜市長）

がメンバーになっている。 

 

(２) 内 容 

   第一分科会関係について、今回の「考え方」では、①議会と長の関係の見直しの考

え方、②議会のあり方の見直しの考え方の２つの論点整理がされている。このうち、

①議会と長の関係の見直しの考え方については単に要望が出されただけではなく地方

行財政検討会議の中でも議論が集中したところであるので、これを中心に解説を加え

ておこう。 

 

                                                                                 

(18) 第２回本会合（2010年２月15日）における小川政務官の発言（議事録36頁） 
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  ① 議会と長の関係の見直しの考え方 

    「考え方」では、現行の地方自治制度における二元代表制は、議院内閣制の要素

を取り入れるとともに、議会が執行権限の行使についても事前に関与する制度を採

用しており独自のものであるという観点に立つ。その上で、現行制度は制定から60

年経って定着しているとはいえ、議会が果たすべき機能の観点や議会と長が対立し

た場合において問題が生じている現状があるので、基本構造を見直す必要があると

する。 

    そのため、現行の二元代表制を見直す方向として、愛知県一色町が2008年度の構

造改革特区提案（第14次）で提案し、また橋下大阪府知事が「『地域主権』確立の

ための改革提案」の中で提案した「議会内閣制」の提案のように、議会の議員が執

行部の構成員として参画する制度の提案を踏まえて、(ａ)議会が執行権限の行使に

事前の段階からより責任を持つようなあり方（議会が執行権限により責任を持つよ

うなあり方）（以下、「融合」案という）、(ｂ)議会と執行機関それぞれの責任を

明確化することによって、純粋な二元代表制の仕組みとするあり方（議会と執行権

限との分離を徹底するようなあり方）（以下、「分離」案という）の２つの方向性

を自治法で示して、これらを自治体によって選択可能なものとすることを検討する

としている。 

    ここでは２つのあり方のみを示しているが、他に現行制度が定着している点を踏

まえ、細部について改善を加えながら現行の二元代表制を維持する選択肢は当然に

「最も有力なる選択肢」として予定されている(19)。 

    なお、第２回第一分科会では、以下のような制度改革の具体的な論点を示してい

る。図表４に示した通り、ここでは議会の権限については(ａ)の方向性は基本的に

現行制度のままで可能であるとの認識が示されている。ただし、(ａ)の方向性につ

いては、執行部の中に議会を取り込むことで長の権限強化に繋がる、相互牽制機能

の低下に繋がるといった慎重意見が有識者委員・地方団体委員双方から出されてい

る(20)。 

 

                                                                                 

(19) 第一分科会第２回会合における西尾勝主査の発言 

(20) 地方六団体の意見については、第一・第二分科会合同ヒアリング（2010年５月19日）の配付

資料を参照のこと。 



 

－ 101 － 

●
－自治総研通巻381号 2010年７月号－●

図表４ 議会のあり方に関する論点 

 
(ａ) 議会が執行権限により責任を持つ

ようなあり方 
 

(ｂ) 議会と執行権限との分離を徹底す

るようなあり方 

現行制度を（96条第２項削除のうえ）維

持することとなるか。 

議決事件 

 契約の締結、財産の取得・処分、訴え

の提起、人事同意等、執行機関の執行の

前提として要するものとされるものを議

決事件の対象外とし、議会の権限を本来

的なものに純化してはどうか。 

基本的には、現行制度を維持することと

なるか。 

検査権、調

査権等の監

視権限 

 実地検査権の付与などのほか、議会と

しての監視機能の強化を図ることが考え

られるか。 

基本的には、現行制度を維持することと

なるか。 
議案の提案

権、修正権

の範囲 

 議案の提案権、州政権の範囲について

は、現行制度よりも議会側（議員・委員

会）の提案・修正できる範囲を拡大する

ことが考えられるか。 

基本的には、現行制度を維持することと

なるか。 
再 議 

 一般的拒否権について、議会に提案権

が専属するもの以外すべて対象にするな

ど再議については、現行制度よりも長の

再議権を拡大することが考えられるか。 

基本的には、現行制度を維持することと

なるか。 
議会の不信

任議決、解

散 

 不信任・解散制度については、議会と

長との分離を徹底する観点から廃止し、

両者の対立を解消するための方策を考え

ることとなるか。 

基本的には、現行制度を維持することと

なるか。 
専決処分 

 専決処分については、団体意思の決定

機関としての役割をより純化させる観点

から、議会が議決を行わない場合を除き

縮減・廃止を考えることとなるか。 

基本的には、現行制度を維持することと

なるか。 

会議の運営

・招集権については、議会がもつことと

なるか。その場合には、会期制は意味

を失うのではないか。 

・長やその委任等を受けた者の出席義務

については、さらにその場合を限定す

るような措置が考えられるか。 

・行政財産たる議事堂の管理権は議長が

有することとなるか。 

・議会の予算について、議会が自ら執行

することとするか。 

第一分科会第２回会合資料「議会のあり方について（案）」より作成 

 

  ② 二元代表制とはいかなる体制か 

    第一分科会は当初から二元代表制をめぐるこの(ａ)「融合」案、(ｂ)「分離」案

をめぐる議論が審議の中心となってきた。「二元代表制」は、「考え方」における

キーワードの一つである。 
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    「二元代表制」とは何だろうか。「考え方」においては、二元代表制を「執行機

関として独任制の長、議事機関として合議制の議会を設置し、長と議会の議員をそ

れぞれ住民が直接選挙する」（３頁）ものであるとした上で、 (ｂ)案について、

「議会と執行機関それぞれの責任を明確化することによって、純粋な二元代表制の

仕組みとするあり方」（６頁）であると記述している。つまり、「考え方」で示さ

れている、より本来的な意味に近い「純粋な二元代表制」とは、長と議会の関係が

「分離」された関係であると読み取れる。 

    一方で歴史的に見た場合、「二元代表制」という言葉はもともと一般的ではなく、

この呼び方が定着するまでには議論の変遷があったことが西尾委員から紹介されて

いる（第３回本会合）。すなわち、西尾委員は「戦後の議論の流れがかなり変わっ

てきている」とした上で、戦後、長の直接公選制導入からはじまった長と議会の関

係は、当時はアメリカでいう大統領制（もしくは市長市議会制）に近いものである

とする解説がなされたが、日本の制度は実際には長と議会が互いに解散権や不信任

議決権を持ち合う形で、アメリカのそれとは異なり独自のものであるから、やがて

「首長制」という呼び方が妥当とされるようになったとする。しかし「基本的な原

理からすると、長という代表機関と議会という代表機関、２つのものを別個に選ん

でいるという意味では、やはり、アメリカの大統領と連邦議会に近いところがある

わけで、この二元代表制の仕組みであるという解説が出てきました。｣(21)と述べて

いる。さらに現在では議会が長と並ぶ代表機関であるという捉え方から、議会の権

能強化を主張するために用いられることが多くなった、とする。 

    つまり、そもそもはアメリカのような「分離型」の大統領制もしくは市長議会制

とは異なる「融合」型の長・議会関係という日本の独自性を強調する文脈から「二

元代表制」という言葉が生み出されたものであるという認識が示されている。では、

「純粋な二元代表制」とは何のことだろうか。前段で日本国憲法が規定しているの

が「分離」型の体制であるとしながら、それをわざわざ「純粋な」とか「本来の」

といった形容詞を伴って元来「融合」型の体制を表してきた「二元代表制」と呼称

するのは議論の歴史的経緯からして適切でないように思われる。 

 

                                                                                 

(21) 第３回本会合議事録34-35頁 
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  ③ 政府形態の選択可能性 

    なお、地方行財政検討会議の検討項目には、自治体の自由度の拡大（規制緩和）

という項目がある。この項目は、現行制度のような全国一律の基本構造から、地域

住民が自治体の基本構造を選択することができる制度への転換を検討するものであ

る。 

    そこで、「考え方」では、政府形態について、上述のような(ａ)、(ｂ)という方

向性を示し、これを自治体が独自に選べるような仕組みを検討すべきとした上で、

この選択の方法として、「通常の条例のほか、通常の条例の上位に位置する基本条

例（「自治憲章」）を考えることもでき、また、住民投票制度の導入を構想するこ

ともできよう。」（４頁）としている点は注目に値する。 

    他に自治体による選択肢が発生するものとして、今回の「考え方」であげられた

ものでは議会のあり方（議会の政策形成機能に着目し、専門知識を有する比較的少

数の議員による議会とするか、地域の多様な層から幅広い住民が議会に参加する、

多人数の議員による議会とするか）等がありえる。 

    自治制度の選択可能性については、今後は都道府県・市町村といった自治体種別

及び自治体の規模別に選択肢を用意するべきか等につき検討が進められることにな

る。 

 

3. 第二分科会関連 

 

(１) 第二分科会の委員構成 

   第二分科会は碓井光明教授を主査とし、本会合からは渡辺副大臣、小川政務官、逢

坂内閣総理大臣補佐官の他、石原俊彦、西尾勝の各有識者委員が参加している。また、

専門委員として藤谷武史准教授（租税法）、木村毅大阪市総務局ＩＴ監査兼市政改革

室理事（クラウドコンピューティング）、自治体関係者として遠松秀将東京都財務局

主計部副参事、石井敏也札幌市財政局財政部財政課長、武川市雄甲州市総務企画部財

政課長がメンバーになっている。第一分科会と比較すると自治体関係者は財務・財政

現場の職員でしめられている一方、監査制度を議題としながら、委員に監査委員は含

まれていない。 
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(２) 内 容 

   第二分科会関係として「考え方」で扱われているのは、①監査制度のあり方と②財

務会計制度の見直しの考え方であるが、②については問題点が列挙されるにとどまっ

ているため、ここでは主に①監査制度の見直しの考え方について解説を加える。 

 

  監査制度の見直しの考え方 

   会議の議論や「考え方」では続発する不適正経理を受けて現行監査制度の限界と捉

えた点が繰り返し強調されており、これが監査制度の抜本的な見直しを地方行財政検

討会議の検討課題とした最大の要因となったものと考えられる。 

   「考え方」では、監査委員制度については独立性・専門性に限界があるとされ、ま

た第24次地制調で検討されて導入された外部監査制度についても専門性・組織性に限

界があるとして、現行の監査制度は内部・外部共に廃止を含めてゼロベースで見直す

こととされている。 

   自治体監査制度改革に関する考え方は、第二分科会第２回会合で石原委員が提出し

た資料「地方自治体監査改革の方向性」を下敷きにして議論が進められた。この文書

の中では、監査制度を現行の「指摘型」監査から「保証型」監査へ転換させるべきで

あるとの主張が展開されている。監査における保証概念については、日本公認会計士

協会の「公認会計士等が行う保証業務等に関する研究報告」（監査・保証実務委員会

研究報告第20号）の参照を促している。 

   その方向性に沿った見直しの考え方として、「考え方」では、監査制度については

内部監査と外部監査を明確に分ける必要を指摘し、内部統制システムの構築を重視し

ている。内部統制システムは、監査役又は会計監査人による監査と相まって達成され

るとしている。また、外部監査については、内部統制システムが構築されていること

を前提として、内部統制システムそのものの適切な構築の担保について、外部の主体

による監査が担うべきであるという考え方によって、不適正な経理処理だけでなく組

織的・慣習的な不正行為の摘発を行うという考え方を示している。この場合、会計管

理責任者と監査委員の関係性等が今後問題となってくるものと思われる。 

   外部監査については、イギリスのAudit Commissionのような地方自治体から独立・

分離された機関や、複数の地方公共団体で共同で設立した機関を設けて関わることを

想定し、今後、具体的な制度設計を検討するとしている。 
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  選択可能性 

   第二分科会でも第一分科会と同様に自治体の自由度の拡大（規制改革）が検討項目

とされている。第二分科会の検討項目として具体に掲げられているのは財務規定に関

する自由度の拡大である。しかし、「考え方」では財務会計制度については現行制度

の問題点の指摘にとどまっており、選択可能性については記述がみられない。 

   監査についても「監査には一定の客観性が求められるべきであり、監査に係る公正

で合理的な基準を全国的に統一した形で設定すべきであるとの指摘があ」（15頁）る

として、むしろ全国統一を今後の検討課題としている。このように、分科会での議論

は、全体的にはむしろ統一化の動きの方が強調されがちであるように感じられる。 

 

4. 「地方政府基本法」とは何か 

 

 「原口プラン」では地方自治法の抜本改正を議論する地方行財政検討会議の最終的な成

果物として、「地方政府基本法」の制定が予定されている。第１回本会合における西尾委

員の質問に対する逢坂補佐官の回答によれば、地方政府基本法とは、「まさに地方自治法

の抜本改正による新たな自治のあり方を考えるための法律」（議事録16頁）であるとされ

る。 

 この地方政府基本法の位置づけをめぐっては、地方側から神奈川県案（『地方自治基本

法（仮称）制定の働きかけ』2009年11月18日、８都県市首脳会議）と大阪府案（「『地域

主権』確立のための改革提案」2010年１月14日、地域主権戦略会議）の二つの案が示され

た他、本会合中でも初期に議論があったので、簡単に紹介しておきたい。 

 神奈川県・大阪府の双方に共通するものとして、憲法92条の「地方自治の本旨」を具体

化する準憲法的な「基本法」（大阪府案では「地方行政通則法」と位置づけている）とし

て、通常の法律の上位に位置づけることを想定していると解される点がある。 

 ただし、現行の法体系上、このような憲法と通常の法律の間に位置づけられる基本法を

想定するのは困難であるとして、地方行財政検討会議の第１回本会合で西尾勝委員から質

問が提示された上、第２回本会合では同委員から「地方政府基本法についての意見」と題

する文書が提出された。 

 この文書は、地方政府基本法と諸法との関係について、「通常の法律に優越する法的効

力を有する基本法なるものを制定する余地がそもそもあるのか」と疑問を提して、「現在

までの30法律以上の『基本法』は全て後法優先の原則から免れることはできていない」と
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してこれまでの方法の限界を指摘する。その上で、通常の法律の上位法として位置づける

唯一の方途として、地方政府基本法を「『地方自治の本旨』を解釈し補充した憲法実施法

（または憲法附属法）というべき性質のものであること、それ故にまた、地方公共団体の

組織及び運営に関する諸制度の詳細を設計する諸々の通常の法律はこの地方政府基本法に

違反しないかぎりにおいて制定され解釈適用されなければならない旨を、みずからの法文

上に明記する」との方策を示している。 

 地方行財政検討会議では、この文書が示されて以降、地方政府基本法の具体的な位置づ

け及び記述方法については議論が行われていない。仮に、単に二元代表制を含む政府形態

のあり方を自治体自らが選択する制度への改革を図るだけであるならば、現行法の改正だ

けでよく、必ずしも一般法に優越する「基本法」として新たに法体系を組み替える必要性

まではない。現在議論が行われている地方自治法の抜本改正を進めていくことが、「地方

政府基本法」に繋がるものかは、これまでの議論からは定かでない。 

 

5. 地方行財政検討会議の今後の展開について 

 

 最後に、地方行財政検討会議の今後の展開を展望しておこう。 

 本稿執筆直前となる第５回本会合（2010年６月10日）において、第一分科会で都道府県

間・基礎自治体間の広域連携のあり方について、また第二分科会で長等に対する損害賠償

請求権放棄の制限につき検討するよう要請がなされた。 

 これを受け、第一分科会第３回会合（2010年６月18日）では、「平成合併が一区切りし

たとされる中で、今後、基礎自治体のあり方については多様な選択肢を用意する必要があ

り、その一つとして広域連携の仕組みを活用する観点から現行制度の見直しが必要であ

る(22)」としており、一部事務組合・広域連合を含む自治体間連携制度の改正に係る議論

を行っている。 

 都道府県間の広域連携については、「考え方」のはじめにの中でも触れられているよう

に、関西広域連合構想や首都圏広域連合構想等、国の出先機関改革の受け皿として進めら

れている都道府県連携の動きを念頭に置いたものだが、地方行財政検討会議においても地

域主権戦略大綱に記述された道州制に結びつけるべく検討されることになるのかが注目さ

れる。 

                                                                                 

(22) 第一分科会第３回会合資料「広域連携について」 
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 また、長等に対する損害賠償請求権放棄の制限については、第29次地制調で係属中の権

利放棄については住民訴訟制度の趣旨を損なうことになるのでこれを制限するような措置

を講ずるべきとの答申がなされたところであるが、第29次地制調答申を実施するものとし

て先の国会に地域主権推進一括法案（第１次）と同時に出された地方自治法改正案ではこ

れについて盛り込まれなかった。その理由について、総務省は、①係属中の制限に関する

規定を置いた場合、訴訟後の放棄を促しているようにも受け取られるという指摘、②現行

の住民訴訟制度が自治体にとって過酷であるという指摘、③訴訟後についても制限すべき

との指摘を各方面から受けたためとしている。特に②の点については、本会合等において、

議会も責任の一端を担うべきとの立場で地方側から提起されているものであり、そのこと

が分科会の議論にどのように影響するかが注目される。 

 なお、長等に対する損害賠償請求権放棄の制限について検討するにあたり、第二分科会

第３回会合（2010年６月17日）は本会合委員でもある斎藤誠教授と林宜嗣教授を加えてお

り、第二分科会の委員である西尾勝氏を含めて、第29次地方制度調査会のメンバーが揃う

ことになった。 

 

 おわりに 

 

 菅新内閣においても地域主権戦略の基本的布陣についてメンバーを含め大きな変更はな

かった。 

 しかし、民主党の政権政策Manifesto2010では、鳩山内閣が「一丁目一番地」としてい

た「地域主権改革」の取扱いがトーンダウンした感が否めず、また、国と地方の協議の場

や地域主権戦略会議自体についても空洞化が心配される。鳩山政権でどの程度地方自治の

発展に寄与するような改革が進展したのかについては今後の検証が必要ではあるが、菅新

政権において他の「大字」優先政策の「小字」に位置付けられることのないよう願いたい。 

（ほりうち たくみ 公益財団法人地方自治総合研究所研究員） 
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